
物件調書 

所在地 浜松市中区寺島町字隋円寺 450 番 1 

土地情報 

登記地目 
学校用地 

建物情報 

種類  

構造  

実測地積 
9,799.14 ㎡ 床面積  

2,965.46 坪 付属建物  

法令に基づく 

制限 

都市計画区

域区分 
市街化区域 用途地域 近隣商業地域 

建ぺい率 80％ 容積率 300％ 

その他 
準防火地域、居住誘導区域、都市機能誘導区域、屋外広告物規制地域：第 2種普

通規制地域、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱、浜松市開発許可指

導基準、国土利用計画法 

私道の負担等 

に関する事項 
負担の有無 無 負担面積 

供給施設の 

状況 

電気 引込可 

上水道 前面道路配管有り（引込管無し） 

下水道 前面道路配管有り（引込管無し） 

都市ガス 前面道路配管有り（引込管無し） 

交通機関 JR 東海道本線「浜松駅」の南東方面約 700m(道路距離) 

学区 竜禅寺小学校・南部中学校 

特記事項 

1.令和 5年 3月に土壌汚染調査を行い、土壌汚染法で規定する特定有害物質による土壌

汚染は「ない」ことが確認されています。 

2.物件調書記載面積は、土地全部事項証明書記載の面積となります。 

3.接道：北東側幅員約 6.08m の市道(寺島 8号線)、北西側幅員約 5.49m の市道(寺島 7

号線)、南西側幅員約 6.00m の市道(掛塚砂山線)、南東側幅員約 6.07m の市道(寺島 10

号線)に接する。接道はすべて建築基準法第 42条第 1項第 1号に該当します。 

4.対象不動産は確定測量を行っており、解体工事完了時に境界標を復元し引き渡すもの

とします。 

5.対象不動産は建物の解体、植栽の撤去を行い、更地にしてからの引渡し予定です。道

路への残土の流出を防ぐため敷地境界付近に設置されている高さ 70mm から 200mm ほど

の土留ブロックは解体しないため、道路面との高低差が生じる場合があります。 

6.対象不動産内のネット支柱、防災無線、高電圧の変電設備その他諸設備は全て撤去予

定です。 

7.対象不動産内に保管されている、PCB 含有廃棄物や水銀含有廃棄物等の廃棄物につい

ては、売主にて適切な処理を行い、撤去予定です。 

8.対象不動産内北西角地付近に存する井戸は解体せずに現況のまま引渡し予定です。 

9.対象不動産敷地外北東及び南東隅切り付近に地域のゴミ集積所が存在します。 

10.対象不動産内の各施設・設備使用のために引き込まれている専用の配管について

は、解体時に撤去予定です。

11.対象不動産敷地外南側隅切り付近に存する電柱(中部電力 51 ウ 862/NTT 寺島支 9-7)

から、敷地外東側隅切りに存する電柱(中部電力 51ウ 972/NTT 寺島支 7)に延びる架空

線と、敷地外東側隅切り付近に存する電柱(中部電力 51 ウ 972/NTT 寺島支 7)から、敷

地外北東側に存する電柱(中部電力 50 ウ 064)に延びる架空線の一部が対象不動産内に

上空越境しています。 

12.敷地外東側隅切り付近に存する一旦停止の道路標識(Jの 4133)の一部が敷地内に越

境しています。 

13.対象不動産内から地番 450 番 2、466 番 1、467 番 2、450 番 6、656 番 1に植栽、フ

ェンス、土留ブロックが越境しています。 

14.浜松市ハザードマップ及び土地調査レポートによりますと、中央構造線赤石山地西

縁断層帯予測最大震度 6弱、液状化の可能性が低い、南海トラフ巨大地震による津波

想定浸水深なし、天竜川水系想定浸水深 0.3ｍ未満、標高約 3.8ｍ、土砂災害の可能性

なし、土壌汚染の指定区域なしになります。 



備考 

敷地に伴う各規制・制限等の詳細については、下記へお問合せください。 

①都市計画関係   都市計画課   053-457-2371 

②土地利用関係   土地政策課   053-457-2642 

③建物建築関係   建築行政課   053-457-2471 

④上水道関係    水道工事課   053-457-7411 

⑤下水道関係    下水道工事課  053-457-7514 

⑥道路関係     南土整備事務所 053-457-1012 

現地写真 

位置図 




